
閲覧期間　　令和4年11月1日から令和5年10月31日まで

住民基本台帳法の一部が改正され、平成１８年１１月１日に施行されたことにより、住民基本台帳の閲覧状況を報告することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

住民基本台帳法第１１条の２第１項第１号に基づく申出による閲覧内容

申出者
※は共同申出者

利用目的の概要 閲覧の年月日 備考

1 一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本　恭久

「家計消費状況調査」実施のため対象者抽出 令和4年11月9日
稲荷町１丁目、本
郷、櫛挽

令和４年４月２日現在１６歳以上の男女

2
株式会社サーベイリサーチセン
ター
代表取締役　藤澤　士朗

「埼玉県人々のつながりに関する基礎調査」実施の
ため対象者抽出

令和4年11月30日
上野台、境、長在
家

令和５年１月１日時点で満１６歳以上の
男女

3 一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本　恭久

「家計消費状況調査」実施のため対象者抽出 令和5年2月7日
緑ケ丘、上野台、
田中、上原

令和５年４月２日現在１６歳以上の男女

4 株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長　杉原　領治

「２０２３年『腰痛に関する全国調査』」実施のため対
象者抽出

令和5年4月25日 樫合
昭和９年６月１日～平成１５年５月３１日
生まれの男女

5 株式会社インテージリサーチ
代表取締役社長　村上　清幸

２０２３年「旅行・観光消費動向調査」実施のため対
象者抽出

令和5年5月24日 武蔵野

年齢・性別　指定なし。１世帯より１人の
み。（台帳上、世帯の区分がない場合
は、同一住所かつ同一苗字を同一世帯
と判断）

6
株式会社タイム・エージェント
埼玉営業所　営業所長
鎌田　孝次

「令和５年度県民満足度調査」実施のため対象者抽
出

令和5年5月31日
西島町１丁目、幡
羅町１丁目、成塚

満18歳以上の男女個人

7
株式会社サーベイリサーチセン
ター
代表取締役　藤澤　士朗

「令和５年度埼玉県政世論調査」実施のため対象者
抽出

令和5年6月14日
西大沼、矢島、畠
山

令和５年６月１日現在で満１８歳以上の
男女

8 一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本　恭久

「家計消費状況調査」実施のため対象者抽出 令和5年6月14日 上野台 令和５年４月２日現在１６歳以上の男女

9 一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

「２０２３年　新聞およびＷｅｂ利用に関する総合調
査」実施のため対象者抽出

令和5年6月29日 山河 満１５歳以上の日本人男女

10 一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本　恭久

「第９回　男女の生活と意識に関する調査」実施の
ため対象者抽出

令和5年8月3日
上柴町東２丁目４
番地～１２番地

昭和４８年９月１日から平成１９年８月３１
日までに生まれた日本国籍を有する男
女

11 一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本　恭久

「第１５回　薬物使用に関する全国住民調査（飲酒・
喫煙・くすりの使用についての全国調査)」実施のた
めの対象者抽出

令和5年8月21日 人見
昭和３３年１０月１日～平成２０年９月３０
日に出生の男女

12 一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本　恭久

「国民生活に関する世論調査」実施のため対象者抽
出

令和5年8月21日 荒川
平成１７年１０月３１日以前に生まれた日
本国籍を有する男女

13 株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長　杉原　領治

「生活意識に関するアンケート調査」実施のため対
象者抽出

令和5年8月22日
荒川、今泉、後榛
沢

２０歳以上の男女

共同申出者
日本銀行　情報サービス
局
局長　小牧　義弘

14
株式会社サーベイリサーチセン
ター
代表取締役　藤澤　士朗

「国民の娯楽と健康に関するアンケート」実施のた
め対象者抽出

令和5年9月19日 原郷
令和５年１１月１日時点で１８歳以上７４
歳以下の日本国籍を有する者

15 株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長　杉原　領治

「青少年のインターネット利用環境実態調査」実施
のため対象者抽出

令和5年9月29日
国済寺町、幡羅町
１丁目、東方

０歳以上１７歳以下の男女

16 一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本　恭久

「家計消費状況調査」実施のため対象者抽出 令和5年10月3日 上野台 令和５年４月２日現在１６歳以上の男女

17
株式会社サーベイリサーチセン
ター
代表取締役　藤澤　士朗

「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」実施の
ため対象者抽出

令和5年10月4日 永田
令和５年１２月１日時点で満１６歳以上
の男女

18 一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

「令和５年度　食育に関する意識調査」実施のため
対象者抽出

令和5年10月5日 永田 満２０歳以上の日本人男女

住民基本台帳法第１１条の２第１項第２号に基づく申出による閲覧内容

申出者 利用目的の概要 閲覧の年月日 備考

1

閲覧に係る住民の範囲

住民基本台帳の閲覧状況について

閲覧に係る住民の範囲

上記閲覧期間において、住民基本台帳法第１１条の２第１項第２号に基づく閲覧の申出は０件だったことを報告します。


